
（３）副教材をご購入のお客様へ（利用規約）変更内容 

【現行 規約内容】 【変更内容】 

11．反社会的勢力の排除について 

（２）当社またはお客様の一方が、前項の確約に反す 

   る表明をしたことが判明した場合、前項の確約 

に反した行為をした場合には、その相手方は、 

何らの催告を要せずして、本契約を解除するこ 

とができます。 

11．反社会的勢力の排除について 

（２）当社またはお客様は、相手方が前項の確約に反す 

   る表明をしたことが判明した場合、前項の確約に 

     反した行為をした場合には、何らの催告を要せず 

     して、本契約を解除することができるとともに、 

     相手方に損害が発生したとしても何らの賠償な 

     いし補償をすることを要しません。 

以上 

 

 

 


